
熊 本 市 中 小 企 業 研 修 派 遣 助 成 制 度  

 熊本市では、市内の中小企業や協同組合等の皆様が、中小企業大学校な

どの公的研修機関での研修に参加される場合、その受講料の一部を助成す

ることで、市内中小企業の人材育成を支援しています。 

申請書の提出 
研修受講日の概ね１週間前まで

研修受講   

修了報告書の提出  
研修終了後の概ね１週間以内に 

  補助金の受領 

《手続きの流れ》 

補助金の交付決定 

補助金の交付確定 

対象となる企業 

 本市に事業所又は事務所を有する中小企業者等（中小企業者等が法

人、団体又は組合である場合にあっては、その役員）（職務を本市内

の事業所又は事務所において行う者に限る。） 

  中小企業者等の有する本市内の事業所又は事務所の従業者  

 熊本市内に事業所又は事務所がある中小企業の協同組合・商店街振興組

合など 

助成内容 

 研修の受講料の2分の1を限度に予算の範囲内で助成 

助成の対象となる研修機関 

 中小企業大学校 

 職業能力開発促進センター など 

  

【お問い合わせ】                                           

助成制度のお申込み、お問い合わせについては                                                     

熊本市経済政策課 （ Tel 096-328-2950  ）まで お気軽にご相談ください。 

【制度の内容】 

１企業につき３万円を上限とします。 

※年度に１回の申請となります。 

 

令和７年（２０２５年）４月１日～令和８年（２０２６年）３月３１日 

※予算額に達し次第、募集を終了します。 

【公募期間】 

【補助金額（円）】 

※ ＷＥＢ校も対象となります。 


